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(57)【要約】
【課題】　複数の扉部材が可変表示手段を遮蔽する方向
又は露出させる方向に移動する際に、上部側に連動手段
が配置された扉部材の下部側の姿勢を安定させるととも
に、構造の簡素化を図ることのできる遊技機用演出装置
とそれを用いた遊技機を提供する。
【解決手段】　矩形枠状のケーシング２０の下辺部２０
ｂには下方溝部２２が形成されている。下方溝部２２は
、扉部材３１，３２，３３の下端部側の短辺部をそれぞ
れ挿入するための下部直線状ルートを構成する。扉部材
３２，３３には、下方溝部２２の案内壁内面２４及び／
又は扉部材３２の下部表面を案内ガイドとして、上下方
向の軸線周りで回転可能な４個の案内ローラ８２ａ，８
２ｂ，８３ａ，８３ｂが案内手段８０として配置されて
いる。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に配置されてその遊技盤上での遊技状態の変化に応じた演出表示を行う可変表示
手段と、
　前記遊技盤に固定される矩形状のケーシングと、
　前記遊技盤の遊技者側となる前方側において複数の扉部材が前後方向に重なり合うよう
に配置されるとともに、各扉部材が前記可変表示手段に沿って互いに平行な異なる直線状
ルートを閉鎖方向へ向って所定の順序で移動することにより、前記可変表示手段の表示領
域を遮蔽可能な遮蔽手段と、
　その遮蔽手段が前記閉鎖方向又はそれとは反対の開放方向へ移動する際にそれらの移動
方向への移動を開始する扉部材を始動扉としたとき、その始動扉に駆動力を及ぼして移動
を開始させるための駆動手段と、
　その駆動手段から前記始動扉へもたらされた駆動力を後続の扉部材へ順次動力伝達する
ために、互いに隣り合う前記扉部材の上部から直接又は他部材を介して間接的に各々突出
形成されるとともに、前記移動方向に沿って前記ケーシングの上部に固定配置された直線
状の軌道部材上で接当してスライド移動するスライダを有する１又は複数の連動手段と、
　前記扉部材の下部において、前記ケーシングの下部及び／又は隣接する前記扉部材の下
部を案内ガイドとして上下方向の軸線周りで回転可能な回転輪を有する案内手段とを備え
、
　前記駆動手段が前記始動扉を前記移動方向へ駆動するとき、前記複数の扉部材は、上部
においては前記連動手段を介し、下部においては前記案内手段を介して前記移動方向へ移
動することを特徴とする遊技機用演出装置。
【請求項２】
　前記案内手段の回転輪は、前記ケーシングの下部において前記扉部材の下部を挿入する
ために形成された溝部を構成する案内壁の内面に接当する請求項１に記載の遊技機用演出
装置。
【請求項３】
　前記案内手段の回転輪は、前記隣接する扉部材の下部において表面に直接又は他部材を
介して間接的に接当する請求項１又は２に記載の遊技機用演出装置。
【請求項４】
　前記案内手段の回転輪は、前記扉部材に前記移動方向に沿って複数個取り付けられ、
　前記扉部材の前方側及び後方側のうちいずれか一方側においては、すべての回転輪が同
時に前記溝部の案内壁内面に接当し得るとともに、
　前記扉部材の他方側においては、移動に伴っていずれかの回転輪が前記隣接する扉部材
の表面に接当する請求項３に記載の遊技機用演出装置。
【請求項５】
　前記始動扉には、前記複数の扉部材が各々の移動位置に展開して前記可変表示手段の表
示領域を遮蔽する閉鎖状態へ移行したときに、前記移動方向及び／又は前後方向への変位
を抑制するための保持手段が設けられている請求項１ないし４のいずれか１項に記載の遊
技機用演出装置。
【請求項６】
　前記始動扉に隣接する扉部材はその始動扉に設けられた保持手段が装入可能な空間を形
成するための切欠部を有し、前記遮蔽手段を構成する複数の扉部材が前記可変表示手段の
表示領域を外れた収納位置にて重なり合う開放状態にあるときに、前記始動扉の保持手段
が前記隣接する扉部材の切欠部に収容されている請求項５に記載の遊技機用演出装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の遊技機用演出装置が前記遊技盤に固定配置さ
れたことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、パチンコ機のセンター役物等に用いられる遊技機用演出装置と、そのような
演出装置が遊技盤に配置されたパチンコ機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、スロットマシンにおいて、演出表示用の液晶表示装置（可変表示手段）の前方
側に、左右スライド可能な扉部材が前後に複数（３枚）並べられた遮蔽部材を配置するこ
とが開示されている（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－４０４１３号公報（図６）
【０００４】
　このような遊技機によれば、演出表示を行う液晶表示装置の前方側で、前後に並ぶ複数
（３枚）の扉部材が開閉移動することによって、遊技者の興趣を高めることができる。と
ころが、一連の開閉移動を行う複数の扉部材に対して複数（２個）の電動モータ（駆動手
段）が配置されているため、装置が大型化して重量が増大するとともに、複数の電動モー
タの駆動を制御するために制御系も複雑になる。また、遮蔽部材を駆動する電動モータや
隣り合う扉部材間に設ける長孔とピン（連動手段）を遮蔽部材（扉部材）の下部にのみ設
置してあるため、遮蔽部材（扉部材）の上部の姿勢が不安定になりやすくなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、複数の扉部材が可変表示手段を遮蔽する方向又は露出させる方向に移
動する際に、上部側に連動手段が配置された扉部材の下部側の姿勢を安定させるとともに
、構造の簡素化を図ることのできる遊技機用演出装置とそれを用いた遊技機を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の遊技機用演出装置は、
　遊技盤に配置されてその遊技盤上での遊技状態の変化に応じた演出表示を行う可変表示
手段と、
　前記遊技盤に固定される矩形状のケーシングと、
　前記遊技盤の遊技者側となる前方側において複数の扉部材が前後方向に重なり合うよう
に配置されるとともに、各扉部材が前記可変表示手段に沿って互いに平行な異なる直線状
ルートを閉鎖方向へ向って所定の順序で移動することにより、前記可変表示手段の表示領
域を遮蔽可能な遮蔽手段と、
　その遮蔽手段が前記閉鎖方向又はそれとは反対の開放方向へ移動する際にそれらの移動
方向への移動を開始する扉部材を始動扉としたとき、その始動扉に駆動力を及ぼして移動
を開始させるための駆動手段と、
　その駆動手段から前記始動扉へもたらされた駆動力を後続の扉部材へ順次動力伝達する
ために、互いに隣り合う前記扉部材の上部から直接又は他部材を介して間接的に各々突出
形成されるとともに、前記移動方向に沿って前記ケーシングの上部に固定配置された直線
状の軌道部材上で接当してスライド移動するスライダを有する１又は複数の連動手段と、
　前記扉部材の下部において、前記ケーシングの下部及び／又は隣接する前記扉部材の下
部を案内ガイドとして上下方向の軸線周りで回転可能な回転輪を有する案内手段とを備え
、
　前記駆動手段が前記始動扉を前記移動方向へ駆動するとき、前記複数の扉部材は、上部
においては前記連動手段を介し、下部においては前記案内手段を介して前記移動方向へ移
動することを特徴とする。
【０００７】
　このように、隣り合う扉部材は、上部においては、軌道部材上で接当してスライド移動
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するスライダを有する連動手段で動力伝達するとともに、下部においては、上下方向の軸
線周りで回転可能な回転輪を有する案内手段を介して移動する。したがって、複数の扉部
材が可変表示手段を遮蔽する方向又は露出させる方向に移動する際に、上部側に連動手段
が配置された扉部材の下部側の姿勢を案内手段により安定させることができる。具体的に
は、案内手段（回転輪）によって、軌道部材上のスライダを中心とする扉部材の前後方向
の振れ（揺動）を抑制することができる。また、扉部材の下部には連動手段が設けられな
いので構造が簡素化されるとともに、移動の際に扉部材の下部が受ける抵抗が小さくなる
ので駆動手段にかかる負荷が小さくなる。さらに、複数の扉部材に対して単一の駆動手段
で駆動することも可能になるので、装置の小型化・軽量化や制御系の単純化を図ることが
できる。
【０００８】
　その際、案内手段の回転輪は、ケーシングの下部において扉部材の下部を挿入するため
に形成された溝部を構成する案内壁の内面に接当することができる。これによって、上記
した扉部材の前後方向の振れ（揺動）をより確実に抑制することができる。
【０００９】
　また、案内手段の回転輪は、隣接する扉部材の下部において表面に直接又は他部材を介
して間接的に接当することができる。これによっても、上記した扉部材の前後方向の振れ
（揺動）をより確実に抑制することができる。
【００１０】
　具体的には、案内手段の回転輪は、扉部材に移動方向に沿って複数個（例えば２個）取
り付けられ、扉部材の前方側及び後方側のうちいずれか一方側においては、すべての回転
輪が同時に溝部の案内壁内面に接当し得るとともに、扉部材の他方側においては、移動に
伴っていずれかの回転輪が隣接する扉部材の表面に接当する場合がある。これによって、
上記した扉部材の前後方向の振れ（揺動）を一層確実に抑制して扉部材を円滑に移動させ
ることができる。ただし、扉部材の他方側においては、移動に伴って隣接する扉部材の表
面に接当する回転輪の個数が変化するケース、及び／又は接当する回転輪の組合せが変化
するケースとを含む。
【００１１】
　なお、隣接する扉部材の表面に回転輪を案内するための勾配面（傾斜面）が設けられて
いると、その接当表面への回転輪の移動（乗り上げ）が円滑に行える。
【００１２】
　これらの遊技機用演出装置において、始動扉には、複数の扉部材が各々の移動位置に展
開して可変表示手段の表示領域を遮蔽する閉鎖状態へ移行したときに、移動方向及び／又
は前後方向への変位を抑制するための保持手段が設けられていることが望ましい。このよ
うな保持手段を設けることによって、駆動手段により駆動される始動扉を閉鎖状態におい
て安定して保持することができる。
【００１３】
　具体的には、保持手段は、始動扉をケーシングに対して磁気的に吸着保持させる吸着部
材（例えば、永久磁石と強磁性体の組合せ）で構成することができる。磁気的な吸着作用
を利用して始動扉を保持するので、駆動手段により開放方向に駆動切替したとき、閉鎖状
態（安定保持状態）から開放状態（離脱状態）へ円滑に移行できる。したがって、始動扉
を閉鎖・開放するための機械的な切替手段を要しない。
【００１４】
　そして、始動扉に隣接する扉部材はその始動扉に設けられた保持手段が装入可能な空間
を形成するための切欠部を有し、遮蔽手段を構成する複数の扉部材が可変表示手段の表示
領域を外れた収納位置にて重なり合う開放状態にあるときに、始動扉の保持手段を隣接す
る扉部材の切欠部に収容させることができる。このように、開放状態において保持手段（
吸着部材）が切欠部に収容されることによって、保持手段ひいては複数の扉部材をコンパ
クトに収納することができる。
【００１５】
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　なお、隣接する扉部材の切欠部が、その隣接する扉部材の表面に回転輪を案内するため
の勾配面（傾斜面）に繋がる形で設けられていると、遮蔽手段（複数の扉部材）の小さな
スペースに保持手段（吸着部材）及び回転輪を配置することができる。
【００１６】
　そして、上記課題を解決するために、本発明の遊技機は、以上のような遊技機用演出装
置が、遊技盤に固定配置されたことを特徴とする。
【００１７】
　このように、複数の扉部材が可変表示手段を遮蔽する方向又は露出させる方向に移動す
る際に、上部側に連動手段が配置された扉部材の下部側の姿勢が安定するとともに、遊技
機としての構造の簡素化を図ることもできる。
【００１８】
　なお、本発明の遊技機には、（１）パチンコ機等の弾球遊技機、（２）スロットマシン
やパチスロ機等の回胴式遊技機、（３）ポーカーゲーム機等の各種ゲーム機、等が含まれ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
（実施例）
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は本発明に係る遊技機用
演出装置としてのセンター役物を備えたパチンコ機を例示する正面図である。図１に示す
ように、パチンコ機１（遊技機）の遊技盤２の盤面２ａ（前面）には、ほぼ左半周が内外
２本の発射レール２ｂによって区画され、全体としてほぼ円形の遊技領域２ｃが形成され
ている。遊技領域２ｃのほぼ中央後方に配置されて遊技盤２上での遊技状態の変化に応じ
た演出表示を行う液晶表示部１０（可変表示手段）と、遊技盤２に固定されて液晶表示部
１０を保持する矩形枠状のケーシング２０と、ケーシング２０の前方に固定されて液晶表
示部１０を取り囲むように配置された前側装飾部３とを含むセンター役物１００（遊技機
用演出装置）が遊技盤２に取り付けられている。
【００２０】
　図２は本発明に係るセンター役物の一例を示し、スライド扉の開放状態における平面図
、正面図及び側面図、図３はセンター役物の主要部の斜視図、図４はその平面図及び正面
図、図５はＢ１－Ｂ１断面拡大図及びＡ１－Ａ１断面拡大図、図６はＣ１－Ｃ１断面拡大
図及びＤ１－Ｄ１断面拡大図である。図２に示すように、センター役物１００はさらに、
障子のようにスライド開閉する各３枚の扉部材３１，３２，３３を有する左右一対のスラ
イド扉３０Ｌ，３０Ｒ（遮蔽手段）と、スライド扉３０Ｌ，３０Ｒのうちの始動扉３１，
３１を各々駆動するための左右一対の電動モータ４０Ｌ，４０Ｒ（駆動手段）と、スライ
ド扉３０Ｌ，３０Ｒのうちの付勢扉３３，３３を各々開放方向へ付勢するための左右一対
の引張コイルばね５０Ｌ，５０Ｒ（弾発部材；付勢手段）と、スライド扉３０Ｌ，３０Ｒ
のうちの始動扉３１，３１から中間扉３２，３２へ各々動力伝達するための左右一対の第
一係合部６０Ｌ，６０Ｒ（第一の連動手段）と、スライド扉３０Ｌ，３０Ｒのうちの中間
扉３２，３２から付勢扉３３，３３へ各々動力伝達するための左右一対の第二係合部７０
Ｌ，７０Ｒ（第二の連動手段）と、を備えている。
【００２１】
　図２（ｂ）に示すように、センター役物１００の主要部は左右対称に形成・配置されて
いるので、以下の説明においては、向って右側の構成部材で代表して記載する。その際右
側を意味する「Ｒ」の符号を省略する。
【００２２】
　図３及び図４に示す開放状態において、スライド扉３０は、３枚の扉部材３１，３２，
３３が液晶表示部１０（図２参照）の前方側（遊技者側）で前後方向に重なり合う収納位
置に配置されている。各扉部材３１，３２，３３は、液晶表示部１０に沿って互いに平行
な異なる直線状ルートを閉鎖方向（図中左方向）へ向って順次移動することにより、液晶
表示部１０の表示領域１１を遮蔽する（図２，図７参照）。なお、スライド扉３０を構成
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する各扉部材３１，３２，３３は、左右方向（移動方向）に短辺部３０ａ、上下方向（直
交方向）に長辺部３０ｂを有し、ほぼ同じ大きさの矩形板状に形成されている。
【００２３】
　電動モータ４０は、スライド扉３０が閉鎖方向（左方向）へ移動する際に、３枚の扉部
材３１，３２，３３のうち最も後方側（奥側）に位置する始動扉３１に駆動力を及ぼして
移動を開始させる。具体的には、電動モータ４０の回転駆動は、歯車列４１とラック機構
４２を介して始動扉３１の直線移動に動力伝達されている。なお、符号４３は電動モータ
４０の回転停止位置（扉部材３１，３２，３３の収納位置）を規定するためのフォトセン
サ（検出手段）を示す。また、符号４４は、始動扉３１（又はラック機構４２）とケーシ
ング２０（図２参照）との間に取り付けられ、始動扉３１の移動を円滑にするための一対
のローラ（案内輪）を示す。
【００２４】
　引張コイルばね５０は、３枚の扉部材３１，３２，３３のうち最も前方側（遊技者側）
に位置して最後に閉鎖方向（左方向）への移動を開始する付勢扉３３と、ケーシング２０
（図２参照）との間に掛け渡され、付勢扉３３に作用して閉鎖方向とは反対の開放方向（
右方向）に付勢している。
【００２５】
　第一係合部６０は始動扉３１と中間扉３２との間に配置され、電動モータ４０から始動
扉３１へもたらされた駆動力を中間扉３２へ動力伝達する。一方、第二係合部７０は中間
扉３２と付勢扉３３との間に配置され、電動モータ４０から始動扉３１を経て中間扉３２
へもたらされた駆動力を、中間扉３２からさらに付勢扉３３へ動力伝達する。
【００２６】
　具体的には図５に示すように、第一係合部６０は、始動扉３１から前方へ一体的に突出
する係合ピン６１と、中間扉３２を吊下げ保持する保持板３４に形成された長孔６２とを
有する。そして、係合ピン６１の先端部が左右方向に移動可能に長孔６２に係合している
。また、第二係合部７０は、中間扉３２を吊下げ保持する保持板３４から突出形成された
一対の中間扉側スライダ７２ａ，７２ｂと、付勢扉３３を吊下げ保持する保持板３５から
突出形成された一対の付勢扉側スライダ７３ａ，７３ｂとを有する。そして、中間扉側ス
ライダ７２ａ，７２ｂと付勢扉側スライダ７３ａ，７３ｂとは、左右方向に沿ってケーシ
ング２０に固定配置された直線状のガイドレール２３（軌道部材）上で交互に（入れ子状
に）配置されている。したがって、移動方向によって一方側のスライダが他方側のスライ
ダに接当し、中間扉３２と付勢扉３３とを同じ方向にスライド移動させることができる。
【００２７】
　図５に示すように、矩形枠状のケーシング２０の上辺部２０ａ（図２（ｂ）参照）には
上方溝部２１（溝部）が形成されている。上方溝部２１は、扉部材３１，３２，３３の上
端部側の短辺部３０ａ（図４（ｂ）参照）をそれぞれ挿入するための上部直線状ルートを
構成するとともに、第一係合部６０及び第二係合部７０を収容している。また、引張コイ
ルばね５０は、ケーシング２０の上辺部２０ａ側において、ガイドレール２３の近傍に平
行状に配置されるとともに、スライダ７２ａ，７２ｂ，７３ａ，７３ｂの移動方向（左右
方向）に沿って弾性変形する。さらに、第一係合部６０における係合ピン６１の移動軌跡
と、第二係合部７０におけるスライダ７２ａ，７２ｂ，７３ａ，７３ｂの移動軌跡（ガイ
ドレール２３）とは、前後方向において互いに重なり合うように（すなわち、上下方向に
おいて高さが一致するように）配置されている。
【００２８】
　したがって、電動モータ４０、引張コイルばね５０、第一係合部６０及び第二係合部７
０は、いずれもケーシング２０の上辺部２０ａ側に配置されることになる。
【００２９】
　図６に示すように、矩形枠状のケーシング２０の下辺部２０ｂには下方溝部２２（溝部
）が形成されている。下方溝部２２は、扉部材３１，３２，３３の下端部側の短辺部３０
ａ（図４（ｂ）参照）をそれぞれ挿入するための下部直線状ルートを構成する。また、扉
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部材３２，３３には、下方溝部２２の案内壁内面２４及び／又は扉部材３２の下部表面を
案内ガイドとして、上下方向の軸線Ｏ（図４参照）周りで回転可能な複数（例えば４個）
の案内ローラ８２ａ，８２ｂ，８３ａ，８３ｂ（回転輪）が案内手段８０として配置され
ている。
【００３０】
　具体的には、中間扉３２の下端部において、２個の中間扉用案内ローラ８２ａ，８２ｂ
がガイドレール２３と平行なＤ１－Ｄ１切断線に沿って配置され（図４参照）、ケーシン
グ２０の下方溝部２２に形成された、前後に対向する案内壁内面２４に接当し得る。
【００３１】
　また、付勢扉３３の下端部において、２個の付勢扉用案内ローラ８３ａ，８３ｂがガイ
ドレール２３と平行なＣ１－Ｃ１切断線に沿って配置され（図４参照）ている。付勢扉用
案内ローラ８３ａ，８３ｂは、前方側（遊技者側）においては、ともに下方溝部２２の案
内壁内面２４に接当し、後方側（奥側）においては、一方の案内ローラ８３ｂが中間扉３
２の下部表面に接当し得る。ただし、中間扉３２の表面に接当する付勢扉用案内ローラは
移動に伴って入れ替わり、開放状態では右側の案内ローラ８３ｂ（図６（ａ）参照）、閉
鎖状態では左側の案内ローラ８３ａとなる（図１１（ａ）参照）。
【００３２】
　始動扉３１には、３枚の扉部材３１，３２，３３が各々の移動位置に展開して液晶表示
部１０の表示領域１１を遮蔽する閉鎖状態へ移行したときに（図７参照）、始動扉３１を
ケーシング２０に対して磁気的に吸着保持させる吸着部材９０（保持手段）が設けられて
いる（図１１参照）。具体的には、ケーシング２０の下辺部２０ｂの左右方向中央位置に
永久磁石９１が埋設され、始動扉３１の下端部に鋼板９２（強磁性体）が固定され、磁気
的な吸着力によって移動方向及び前後方向への変位を抑制している。
【００３３】
　また、中間扉３２は、始動扉３１に設けられた鋼板９２が装入可能な空間Ｓを形成する
ための切欠部３２ａを有している。したがって、図６に示す開放状態において、３枚の扉
部材３１，３２，３３が液晶表示部１０（図２参照）の前方側（遊技者側）で前後方向に
重なり合う収納位置に配置されているとき、始動扉３１の鋼板９２を中間扉３２の切欠部
３２ａに収容させることができる。
【００３４】
　さらに、中間扉３２の切欠部３２ａが、中間扉３２の接当表面に付勢扉用案内ローラ８
３ａを案内するための勾配面３２ｂ（傾斜面）に繋がる形で設けられているので、接当表
面へのローラ８３ａの移動（乗り上げ）が円滑に行える。なお、切欠部３２ａとは反対側
の中間扉３２の接当表面にも、付勢扉用案内ローラ８３ｂを案内するための勾配面３２ｃ
（傾斜面）が設けられているので、接当表面へのローラ８３ｂの移動（乗り上げ）が円滑
に行える。
【００３５】
　以上で説明したセンター役物１００の作動について、図７～図１５を参照しつつさらに
説明する。電動モータ４０の駆動回転によって始動扉３１が移動方向（閉鎖方向又は開放
方向）へ駆動されるとき、３枚の扉部材３１，３２，３３は、上部においては第一係合部
６０及び第二係合部７０を介し、下部においては案内ローラ８０を介して移動する。
【００３６】
＜開放状態から閉鎖状態への移行＞
　スライド扉３０は、図２～図６に示す開放状態（３枚の扉部材３１，３２，３３が液晶
表示部１０の表示領域１１を外れた収納位置にて前後方向に重なり合う状態）から、図１
２～図１５に示す中間状態を経て、図７～図１１に示す閉鎖状態（３枚の扉部材３１，３
２，３３が各々の移動位置に展開して液晶表示部１０の表示領域１１を遮蔽する状態）に
移行する。
【００３７】
　ケーシング２０の上辺部２０ａでは、開放状態において、電動モータ４０が始動扉３１
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を閉鎖方向（左方向）へ駆動すると、第一係合部６０の係合ピン６１が長孔６２内を移動
する間、始動扉３１のみが閉鎖方向へ移動する（図５参照）。次に、第一係合部６０の係
合ピン６１が長孔６２と係合することにより、始動扉３１と中間扉３２とが同時に閉鎖方
向へ移動する（図５参照）。さらに、第二係合部７０の中間扉側スライダ７２ｂが付勢扉
側スライダ７３ａに接当すると、始動扉３１及び中間扉３２とともに付勢扉３３が、引張
コイルばね５０の付勢力に抗して（引張コイルばね５０を徐々に伸長させながら）閉鎖方
向へ移動する（図１４参照）。その後、始動扉３１から中間扉３２を経て付勢扉３３に至
る３枚の扉部材が各々の移動位置に展開し、閉鎖状態への移行が完了する（図１０参照）
。
【００３８】
　このときケーシング２０の下辺部２０ｂでは、中間扉用案内ローラ８２ａ，８２ｂが下
方溝部２２の案内壁内面２４に接当して、ガイドレール２３を中心とする中間扉３２の前
後揺動を防止する（図６，図１５，図１１参照）。また、閉鎖方向への移動前半では、付
勢扉用案内ローラ８３ｂが下方溝部２２の案内壁内面２４と中間扉３２の下部表面とに接
当し（図６参照）、閉鎖方向への移動後半では、付勢扉用案内ローラ８３ａが下方溝部２
２の案内壁内面２４と中間扉３２の下部表面とに接当して（図１５，図１１参照）、ガイ
ドレール２３を中心とする付勢扉３３の前後揺動を防止する。その後、閉鎖状態への移行
が完了したとき、鋼板９２が永久磁石９１に吸着されることにより、始動扉３１がケーシ
ング２０に固定される（図１１参照）。
【００３９】
＜閉鎖状態から開放状態への復帰＞
　スライド扉３０は、図７～図１１に示す閉鎖状態（３枚の扉部材３１，３２，３３が各
々の移動位置に展開して液晶表示部１０の表示領域１１を遮蔽する状態）から、図１２～
図１５に示す中間状態を経て、図２～図６に示す開放状態（３枚の扉部材３１，３２，３
３が液晶表示部１０の表示領域１１を外れた収納位置にて前後方向に重なり合う状態）に
復帰する。
【００４０】
　ケーシング２０の上辺部２０ａでは、閉鎖状態において、電動モータ４０が始動扉３１
を開放方向（右方向）へ駆動すると、付勢扉３３は引張コイルばね５０の付勢力によって
（引張コイルばね５０を徐々に縮小させながら）開放方向へ移動する。このとき、第二係
合部７０の付勢扉側スライダ７３ａは中間扉側スライダ７２ｂに接当し、第一係合部６０
の長孔６２は係合ピン６１と係合するので、３枚の扉部材３１，３２，３３は展開状態で
開放方向へ移動する（図１０参照）。
次に、引張コイルばね５０が最小寸法まで縮小して、第二係合部７０の付勢扉側スライダ
７３ｂが収納位置に達すると、第一係合部６０の係合ピン６１が長孔６２内を移動する間
、始動扉３１のみが閉鎖方向へ移動する。その後、第一係合部６０の係合ピン６１が長孔
６２と係合し、始動扉３１と中間扉３２とが同時に開放方向へ移動して、第二係合部７０
の中間扉側スライダ７２ａが付勢扉側スライダ７３ａに接当したとき、開放状態への復帰
が完了する（図５参照）。なお、このときフォトセンサ４３の検出により、電動モータ４
０の回転が停止する。
【００４１】
　このときケーシング２０の下辺部２０ｂでは、鋼板９２と永久磁石９１との吸着が解除
され、中間扉用案内ローラ８２ａ，８２ｂが下方溝部２２の案内壁内面２４に接当して、
ガイドレール２３を中心とする中間扉３２の前後揺動を防止する（図１１，図１５，図６
参照）。また、開放方向への移動前半では、付勢扉用案内ローラ８３ａが下方溝部２２の
案内壁内面２４と中間扉３２の下部表面とに接当し（図１１，図１５参照）、開放方向へ
の移動後半では、付勢扉用案内ローラ８３ｂが下方溝部２２の案内壁内面２４と中間扉３
２の下部表面とに接当し（図６参照）、ガイドレール２３を中心とする付勢扉３３の前後
揺動を防止する。
【００４２】
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　このように、ケーシング２０の上辺部２０ａでは、始動扉３１と中間扉３２との間及び
中間扉３２と付勢扉３３との間を係合部６０，７０で動力伝達するとともに、電動モータ
４０が始動扉３１に駆動力を及ぼして最初に閉鎖方向への移動を開始させ、引張コイルば
ね５０が付勢扉３３に作用して開放方向に付勢する。したがって、特に３枚の扉部材３１
，３２，３３を閉鎖方向へ移動する場合に、始動扉３１と中間扉３２との間及び中間扉３
２と付勢扉３３との間の相互位置関係が安定して、扉部材毎の停止位置のずれや、開閉サ
イクル毎の連動関係のずれが生じにくくなる。また、３枚の扉部材３１，３２，３３に対
して単一の電動モータ４０で駆動するので、センター役物１００の小型化・軽量化や制御
系の単純化を図ることができる。
【００４３】
　一方、ケーシング２０の下辺部２０ｂでは、３枚の扉部材３１，３２，３３が閉鎖方向
又は開放方向に移動する際に、扉部材３１，３２，３３の下部側の姿勢を案内ローラ８０
により安定させることができる。案内ローラ８０によって、ガイドレール２３上のスライ
ダ７２ａ，７２ｂ，７３ａ，７３ｂを中心とする扉部材３１，３２，３３の前後方向の振
れ（揺動）を抑制することができる。また、扉部材３１，３２，３３の下部には電動モー
タ４０や係合部６０，７０が設けられないので構造が簡素化されるとともに、移動の際に
扉部材３１，３２，３３の下部が受ける抵抗が小さくなるので電動モータ４０にかかる負
荷が小さくなる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に係る遊技機用演出装置としてのセンター役物を備えたパチンコ機を例示
する正面図。
【図２】本発明に係るセンター役物の一例を示し、スライド扉の開放状態における平面図
、正面図及び側面図。
【図３】図２の主要部の斜視図。
【図４】図３の平面図及び正面図。
【図５】図２（ｂ）又は図４（ｂ）のＢ１－Ｂ１断面拡大図及びＡ１－Ａ１断面拡大図。
【図６】図２（ｂ）又は図４（ｂ）のＣ１－Ｃ１断面拡大図及びＤ１－Ｄ１断面拡大図。
【図７】スライド扉の閉鎖状態における平面図及び正面図。
【図８】図７の主要部の斜視図。
【図９】図８の平面図及び正面図。
【図１０】図７（ｂ）又は図９（ｂ）のＢ２－Ｂ２断面拡大図及びＡ２－Ａ２断面拡大図
。
【図１１】図７（ｂ）又は図９（ｂ）のＣ２－Ｃ２断面拡大図及びＤ２－Ｄ２断面拡大図
。
【図１２】スライド扉の中間状態における正面図。
【図１３】図１２の主要部の平面図及び正面図。
【図１４】図１２又は図１３（ｂ）のＢ３－Ｂ３断面拡大図及びＡ３－Ａ３断面拡大図。
【図１５】図１２又は図１３（ｂ）のＣ３－Ｃ３断面拡大図及びＤ３－Ｄ３断面拡大図。
【符号の説明】
【００４５】
　１　　　　　パチンコ機（遊技機）
　２　　　　　遊技盤
　２ａ　　　　盤面
　１０　　　　液晶表示部（可変表示手段）
　１１　　　　表示領域
　２０　　　　ケーシング
　２１　　　　上方溝部（溝部）
　２２　　　　下方溝部（溝部）
　２３　　　　ガイドレール（軌道部材）
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　２４　　　　案内壁内面
　３０　　　　スライド扉（遮蔽手段）
　３１　　　　始動扉（扉部材）
　３２　　　　中間扉（扉部材）
　３２ａ　　　切欠部
　３２ｂ　　　勾配面（傾斜面）
　３３　　　　付勢扉（扉部材）
　４０　　　　電動モータ（駆動手段）
　５０　　　　引張コイルばね（弾発部材；付勢手段）
　６０　　　　第一係合部（第一の連動手段）
　６１　　　　係合ピン
　６２　　　　長孔
　７０　　　　第二係合部（第二の連動手段）
　７２ａ，７２ｂ　中間扉側スライダ
　７３ａ，７３ｂ　付勢扉側スライダ
　８０　　　　案内ローラ（回転輪；案内手段）
　８２ａ，８２ｂ　中間扉用案内ローラ（回転輪；案内手段）
　８３ａ，８３ｂ　付勢扉用案内ローラ（回転輪；案内手段）
　９０　　　　吸着部材（保持手段）
　９１　　　　永久磁石
　９２　　　　鋼板（強磁性体）
　１００　　　センター役物（遊技機用演出装置）
　Ｏ　　　　　回転軸線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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